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◆
奨

学

金

の
返

還
促

進

に

つ
い
て

本
機
構
は
、
現
在
、
約

一
〇
〇
万
人
の
学
生
等
に
奨
学
金
を
貸
与
し

て
い
ま
す
。

全
学
生
等
に
占
め
る
本
機
構
奨
学
生
の
割
合
は
、
平
成

一
六
年
度

実
績
で
次
の
と
お
り
で
す
。

大
学
学
部
生
及
び
短
大
生

二
三

・
三
%

(四

・
三
人
に

一
人
)

大
学
院
生

三
九

・
六
%

(
二
・
五
人
に

一
人
)

高
等
専
門
学
校

一
一
・
八
%

(八

・
五
人
に

一
人
)

専
修
学
校

一
五

・
八
%

(六
・
三
人
に

一
人
)

こ
れ
ま
で
の
奨
学
生
は
累
計
で
、
日
本
育
英
会
当
時
貸
与
し
た
奨

学
生
を
含
め
約
七
四
五
万
人
に
の
ぼ
り
、
教
育
の
機
会
均
等
及
び
人

材
の
育
成
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
本
機
構
の
奨
学
金
は
、
貸
与
が
終
了
し
た
後
に
は
返
還
す
る

こ
と
が
原
則
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
返
還
金
は
、
次
の
奨
学
生
の

奨
学
金
の
財
源
の
一
部
と
な
り
ま
す
。
平
成

一
七
年
度
の
奨
学
金
貸
与

事
業
予
算
は
、
第

一
種
奨
学
金

・
第
二
種
奨
学
金
合
わ
せ
て
七
四

一
九

億
円
で
す
が
、
そ
の
財
源
の
う
ち
元
奨
学
生
か
ら
の
返
還
金
の
金
額
と
、

財
源
全
体
に
占
め
る
そ
の
割
合
は
、
貸
与
種
別
に
次
の
と
お
り
で
す
。

第

一
種
奨
学
金

一
六
二
六
億
円

(六
四

・
〇
%
)

第
二
種
奨
学
金

四
〇
八
億
円

(

八

・
四
%
)

奨
学
金
の
返
還
状
況
を
み
る
と
、
平
成

一
六
年
度
中
に
返
還
す
べ

き
額
二
二
九
七
億
円
に
対
し
て
五
〇
七
億
円
が
未
返
還
と
な
っ
て
お

り
、
ま
た
、
延
滞
人
数
は
約
二
五
万
人
に
の
ぼ
る
な
ど
、
憂
慮
す
べ

き
状
況
に
あ
り
ま
す
。
新
規
返
還
者
か
ら
の
返
還
率
は
前
年
度
に
比

べ
上
昇
し
て
い
る
も
の
の
、
延
滞
者
か
ら
の
返
還
率
は
低
下
し
て
お

り
ま
す
。
(「大
学
と
学
生
」
平
成

一
七
年
第

一
九
号
参
照
)

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
本
機
構
で
は
返
還
の
促
進
に
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
病
気
、
失
業
、
災
害
等
に
よ
り
返
還
が

困
難
な
場
合
に
は
、
願

い
出
に
よ
り
返
還
期
限

の
猶
予
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
返
還
金
回
収
の
対
象

と
な
る
の
は
猶
予
案
件
以
外
の
も
の
で
す
。

返
還
金
の
確
実
な
回
収
の
た
め
に
は
、
延
滞
の
防
止
及
び
延
滞
の

長
期
化
を
防
ぐ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
方
策
を

実
施
し
て
お
り
ま
す
。

①
自
動
口
座
振
替
制
度

(口
座
振
替
に
よ
る
返
還
)
へ
の
加
入
を
徹
底

未
加
入
者
に
対
し
て
は
、
自
動
口
座
振
替
制
度
へ
の
加
入
督
促
書

の
送
付
と
外
部
委
託
に
よ
る
電
話
で
の
加
入
督
促
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
(平
成

一
六
年
度
督
促
電
話
件
数

約
四
万
件
)

②
口
座
振
替
不
能
者

へ
の
電
話
督
促
と
督
促
書
の
送
付

外
部
委
託
に
よ
る
電
話
督
促
に
つ
い
て
、
平
成

一
五
年
度
ま
で
は
、

振
替
不
能

一
～
二
回
目
の
者
を
対
象
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成

一

六
年
度
か
ら
は

一
～
六
回
目
に
拡
大
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
(平
成

一
六
年
度
督
促
電
話
件
数

約
六
七
万
件
)

③
連
帯
保
証
人
、
保
証
人
に
対
す
る
督
促
の
早
期
化

従
来
は
、
延
滞

一
年
後
に
連
帯
保
証
人

・
保
証
人
に
督
促
し
て
い

ま
し
た
が
、
平
成

一
七
年
度
か
ら
は
、
延
滞
二
カ
月
で
連
帯
保
証
人

に
督
促
、
延
滞
五
カ
月
で
保
証
人
に
督
促
し
て
い
ま
す
。

④
奨
学
生
に
対
す
る
返
還
意
識
の
高
揚

各
学
校
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る

「募
集
説
明
会
」
や

「返
還
説
明

会
」

で
返
還
の
重
要
性
を
指
導
し
て
頂
く
な
ど
、
学
校
の
協
力
を
得

て
、
在
学
中
か
ら
返
還
意
識
を
高
め
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

し

か

し
、

既

に
延

滞

に
入

っ
て

い
る

一
年

以

上

の
延
滞

者

の
中

で
、

再

々

の
督
促

に
も

か

か
わ

ら

ず
応

答

が

な

い
場

合

が
あ

る

の
も

現

状

で
す

。

こ

の
た

め

、
返

還

能

力

が
あ

る
と

思

わ

れ

る
者

の
う

ち

文

書

及
び

電
話

等

の
督
促

方
法

で
は

回
収

の
見
込

め

な

い
も

の
に
対

し

て
、

返

還
者

全

体

の

モ

ラ
ル

ハ
ザ

ー

ド
を

防

止
す

る

意
味

で
も

、
更

な

る

回
収

措

置

を
講

ず

る

必
要

が

あ

る
場

合
も

あ

り

ま

す
。

本

年
度

に
お

い
て
は

、

法
的

措

置

に

よ

る
返

還
促

進

の

一
環

と

し

て
、

支
払

督

促

申

立
予

告

を

約

四

〇
〇

〇
人

を

対
象

と

し

て
行

う

こ
と

と

し

て

お
り

ま
す

(
平
成

一
五
年
度

は

四
六

二
人

)
。
法

的

措
置

は
、

延
滞

者

の
対

応

に
応

じ

て
、
支

払

督
促

申

立
等

の
措

置
を

経

て
、

最
終

的

に

は
強

制
執

行

へ
と
段

階

的

に
進

ん
で

い
く

こ
と

に
な
り

ま
す

。

返
還

を

滞

っ
た

ま

ま
人

生

を

送

る

の
は

、
返

還

者

の
精

神

面

の
陰

り
と

も

な

り
ま

す

の
で
本

人

に

と

っ
て
も

決

し

て
幸

せ
な

こ
と

で
は

あ
り

ま

せ

ん
。

本

機
構

で
は

、

以
上

の
よ
う

な

督
促

に
訴
え

る
ま

で

も

な
く

、

奨
学

金

の
貸

与

を

終

了

し
た

人

が
、

奨

学
金

返

還

の
意

義

及

び
重

要

性
を

認

識

し

て
、

滞

り
な

く

奨
学

金

の
返

還
を

履
行

す

る

よ
う

期
待

し

て
お

り
ま
す

。




